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いうことであるが、「ソラ」のは焼失したといわれ、「テンシ」の家
にはない。
　それと「ソラ」は古くから角谷家と隔年で「三月社（サンゲツ
シャ）」をおまつりしてきた。我が家「テンシ」は豊田本家（祖父
茂七の兄）と島田家（祖父茂七の姉の嫁ぎ先）とで持ち回りで「松
島社」をおまつりしてきた。（現在は中断している・・）

二神島三月社

松島社の幟

三月社の幟

二神島松島神社
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二神系譜研究会会則
（名称及び事務局）
　第 1 条　本会の名称は二神系譜研究会とし、事務局を当分の間事務局長宅に置きます。

（組織）
　第 2 条　本会は二神の姓を持つ方々及びその縁者並びに二神の歴史に関心のある方あるいは

　　　　　本会の目的に賛同する有志をもって組織します．

（目的）
　第 3 条　本会は、二神氏の発祥、発展を経て、全国に拡がってきた二神の系譜を科学的に調査・研究する

　　　　　とともに、関係する他の研究グループとの交流を図り、また、会員相互の親睦を深めることを目

　　　　　的とします．

（事業）
　第 4 条　本会は前条の目的を達成するため下記の事業を実施します。

1.	 二神氏の系譜、歴史文化の調査・研究を行ないます．

2.	 前項の結果を踏まえて会員等を対象に学習研究会、交流会等を適宜開催します。

3.	 会報『海の民　ふたがみ』及び『二神系譜研究会速報』『事務局のうごき』 を発行し、ホームページ「二

神系譜研究会」を掲載します。

4.	 他の氏族等の研究グループとの交流を図り、情報の交換を行ないます。

5.	 資料の蒐集整理及び保管を行い、会員等の閲覧に供します。

6.	 会員相互の親睦を図ります。

7.	 必要な地域に支部を置き、支部会を開催します。

8.	 その他、本会の目的達成のため必要な事業を実施します。

（役員）
　第 5 条　本会に下記の役員を置きます。

会長　　　　　　　　　1 名

副会長　　　　　　　　2 名

事務局長　　　　　　　1 名

理事　　　　　　　　　若干名

常任理事　　　　　　　理事の中から数名

支部幹事　　　　　　　各地域毎に 2 ～ 3 名

監事　　　　　　　　　2 名

顧間及び相談役　　　　若干名

会長は会員中から総会において堆挙します。他の役員は会長がこれを委嘱し総会に報告します。

（役員の任務）
　第 6 条

1.	 会長は本会を代表し、会務を統括します。　　

2.	 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長の職務を代行します。

3.	 事務局長は本会の事務を遂行するとともに会計を担当します。

4.	 理事、常任理事は本会の会務を掌理します。

5.	 支部幹事は支部会の会務を処理します。

6.	 監事は本会の会計を監査します。

7.	 顧問及び相談役は本会の事業に適宜指導・助言を行ないます。
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（役員の任期）
　第 7 条　　 役員の任期は２年とし、再任を妨げません。

（役員会）
　第 8 条

1.	 理事会　　　年数回開催し、本会の企画運営について協議します。

2.	 常任理事会　事務局近辺の地域の理事によって組織し、 会長を扶けて事業の堆進にあたるととも

に会報の作成を担当します。

（総会）
　第 9 条　　本会の事業を総括するため、総会を開催します。

1.	 総会では、下記の事項を審議・決定します。

　　　　　　（1）年間の事業報告及び事業計画の決定。

　　　　　　（2）1 年間の会計報告、会計監査報告及び予算計画。

　　　　　　（3）役員の改選

　　　　　　（4）会則の変更

　　　　　　（5）その他会務の遂行に必要な重要事項

2.	 総会は原則として毎年 4 月に開催します。

3.	 その他、会長は必要に応じて臨時の総会を召集することができます。

4.	 止むを得ない事情が発生した場合は、書面総会を開催することができる。

（会計）
　第 10 条

1.	 本会の会計は、会費及び寄付金をもってあてます。

2.	 会費は年間一口 5，000 円とし、一口以上納入するものとします。

3.	 特別な事業を行なう場合は、寄付金を募集し、特別会計によって処理します。

4.	 会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。

【改正履歴】
1.	 ２０００年３月１２日・会則制定　

2.	 ２００９年５月１０日・第７条（役員の任期）第１０条２項（会費）改訂                                                         

3.	 ２０１１年４月１７日・第５条（役員）第６条（役員の任務）第８条（役員会）改訂

4.	 ２０１２年４月１５日・第４条（事業）改訂「事務局のうごき」を追加する

5.	 ２０１５年４月１１日・第６条（役員の任務）改訂

6.	 ２０１６年７月１５日・第５条　関連「特別調査研究班の設置」と会長による委員委嘱  

7.	 ２０１８年４月２８日・第９条　( 総会 ) 4 項（書面総会）を追加する

8.	 ２０２１年４月３０日・第５条（役員）副会長２名とする
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二神系譜研究会役員名簿

役職名 氏名 担当・エリア 出身系譜
会　　長 二神　俊一 総括 畑中二神氏
副会長 二神倫一郎 組織 本島二神氏
副会長 豊田　　　渉 調査 豊田氏
相談役 二神チヲリ ー 畑中二神氏
顧　問 萬井　良大 ー ー
事務局長 二神　英臣 企画 小川二神氏
常任理事 二神興三郎 渉外 土居二神氏
常任理事 二神　重則 組織 吉木二神氏
常任理事 峰岡　秀和 調査 峰岡氏
常任理事 二神千恵子 調査 小坂二神氏
常任理事 二神美知子 会計・広報 余戸二神氏
監　　事 二神　良昌 財務 吉木二神氏
監　　事 二神　裕寿 財務 本島二神氏
理　　事 二神　康郎 関東支部 港山二神氏
理　　事 二神　久蔵 関西・中部支部 城辺二神氏
理　　事 二神　友和 組織 小川二神氏
理　　事 東倉　和賢 関東支部 本島二神氏
理　　事 二神　　守 関西・中部支部 道後二神氏
理　　事 二神　　勇 九州・西部 東予二神氏
理　　事 二神　敬志 関西・中部支部 小才角二神氏
理　　事 二神　信也 関西・中部支部 松山二神氏
理　　事 二神　元信 関東支部 松山二神氏
理　　事 二神　国廣 四国支部 一本松二神氏
理　　事 二神　光次 九州・西部 余戸二神氏
理　　事 二神　英輔 四国支部 一本松二神氏
理　　事 二神　延平 関東支部 城辺二神氏
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編集後記

■先日、やっと新型コロナワクチンの 3 回目の接種を終えた。自治体によっ

て多少の差があるのだろうが、松山市は遅いほうではなかったのではないか。

「3 回目接種のお知らせ」が届くと直ぐに予約専用サイトから予約を入れたが、

ファイザー製はすでに無く、モデルナ製の分で何とか予約が出来た。「3 回目

は副反応があるよ」とか脅されていたが、身体が怠い程度で微熱は出たもの

のたいしたことはなかった。しかし、接種した跡の腕の鈍痛は暫く続いた。

これで、少しは安心できると思うが、感染予防対策は引き続きしなければな

らない。そして最近は、また変異株が流行り、気を緩めるわけにはいかない。

以上のように全ての活動がコロナに振り回されて、今後も収まりそうにない

のが常態化していくと考えていかざるをえない。

 さて、『海の民ふたがみ』第 20 号をやっとお手元にお届けすることができま

した。コロナのせいにするわけではありませんが、大変遅くなりご迷惑をお

かけしました。今後はいろいろな制約のなかではありますが、できる範囲で

活動をと思いますので、引き続き皆さまのご支援・ご協力を賜りますようお

願い申し上げます。（二神俊一）

■編集作業中の２月２４日にロシア軍がウクライナに侵攻を開始した。どん

な事情があるにせよ戦争は多くの人たちが巻き込まれ善も悪もないと思う。

武力で推し進めることは如何なものか。「話せばわかる」はずなのにそれが

できない。だから争いとなる。国が違い人種が違い、考え方も多種多様であ

ると思うものの、地球に住む同じ人間としての思いを持って対処してほしい

と願うばかりである。

　ふるさと二神島の人口は減少し１００人をゆうに切った。月に何回か島に

帰るごとに「○○さんが亡くなった」という話に接するたびに、島の将来を

憂う。急激な速さで人口減少、高齢化、過疎化は止まらない。それぞれの地

域では皆んな頑張っているのに。なぜか悔しい。（豊田　渉）
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二 神 系 譜 研 究 会
「 海 の 民 ふ た が み 」 第 2 0 号

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇　二 神 系 譜 研 究 会 へ の 連 絡 先 　◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

会長
　二神　俊一　　〒 791-0243 松山市平井町 3020
　　　　　　　　TEL・FAX：089-975-1650
　　　　　　　　Email：shunichi@futagami.se

事務局長
　二神　英臣　　〒 799-2469 松山市光洋台 7-34
　　　　　　　　TEL・FAX：089-994-2542
　　　　　　　　Email：ogawatakunami@yahoo.co.jp

広報
　二神　重則　　〒 791-0243 松山市平井町甲 2169-43
　　　　　　　　TEL・FAX：089-976-5179
　　　　　　　　Email：westengehen@tempo.ocn.ne.jp

会計
　二神美知子　　〒 790-0808 松山市若草町 6-2-303
　　　　　　　　Email：m-futagami ＠ tau.e-catv.ne.jp

冊子編集委員長
　豊田　渉　　　〒 791-1101 松山市久米窪田町 400-9
　　　　　　　　TEL：089-970-6140
　　　　　　　　Email：wakkun492@leo.e-catv.ne.jp

二神系譜研究会
　　　　　　　　URL ：http://www.rootsfutagami.org/
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